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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像診断装置により得られた被検体の画像を表示する手段と、
　該表示された画像のうちの臓器中で指定された位置を取得する手段と、
　該取得された臓器の位置に対応する第１の支配血管を抽出する第１支配血管抽出手段と
、
　第１の支配血管に支配される第１の支配領域を抽出する第１支配領域抽出手段と、
　第１の支配領域内に含まれる第２の支配血管を抽出する第２支配血管抽出手段と、
　第１の支配血管及び第２の支配血管の表示輝度又は色の少なくとも一方の表示情報を前
記臓器の他の位置の表示情報と異ならせて前記表示手段に明示する明示手段と、を備えた
ことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　前記明示手段は、第１の支配血管及び第２の支配血管に基づき前記臓器の切除領域を明
示することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内の臓器の部分移植支援方法および装置に関するもので、特に、医師が
臨床において肝臓のような臓器の診断や治療を行う際に、医師を支援するためのシミュレ
ーション装置に関するものである。



(2) JP 4474140 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来は、[特許文献1]に記載されたように、読み込まれた積み上げ三次元画像データに
は関心領域抽出処理が行われ、関心領域（門脈、肝臓実質）が抽出される。抽出された門
脈に対して距離値変換処理が行われ、更に細線化処理又は表面画検出処理が行われる。距
離値変換処理と細線化処理又は表面画検出処理との処理結果を利用して、肝臓実質のうち
門脈が支配する支配領域特定処理を行う。門脈のうちの切除領域を特定する門脈枝を特定
する指定抽出処理を行い、前記指定抽出処理により定義される切除領域を特定する切除処
理を行う。これにより、複数の断層像が積み上げられた三次元原画像を用いて臓器の治療
シミュレーシヨンに適した臓器の特定領域を抽出し表示することができる。
【特許文献１】特開2001-283191号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記従来技術では、1種類の血管の切除位置を指定することにより行われるた
め、切除すべき領域が複数の血管枝で特定される必要のある場合、それらの血管枝の特定
には多くの試行的作業が必要となるといった煩雑な操作が必要であった。
【０００４】
　本発明は、切除領域を決定するのに必要な血管の特定作業を効率的にできる画像表示装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的は、医用画像診断装置により得られた被検体の画像を表示する手段と、該表示
された画像のうちの臓器の位置を設定する手段と、該設定された臓器の位置に対応する支
配血管を抽出する手段と、該抽出された支配血管の表示輝度又は色の少なくとも一方の表
示情報を前記臓器の他の位置の表示情報と異ならせて前記表示手段に明示する明示手段と
、を備えたことにより達成される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、切除領域を決定するのに必要な血管の特定作業を効率的にできるとい
う効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。なお、発明の実施の形態を説明
するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明
は省略する。
　また、ここでは、肝臓の造影撮影を行ったX線CT画像を処理対象画像として用い、動脈
、静脈の走行情報を利用して、肝臓の領域特定を行う手順およびそれを用いて肝臓の切除
領域を表示する方法を以下に説明する。
【０００８】
　図1（a）に示すようにX線CT装置やMRI装置等の三次元計測の可能な画像診断装置で取得
した複数の断層像11を積み上げて、図1（b）に示すような積み上げ三次元画像12とし、処
理対象を三次元化する。積み上げ三次元画像12は肝臓の組織と動脈、静脈、腫瘍などを含
み、ここには図示しない二次元の投影面に陰影付けして投影処理された擬似三次元画像と
して例えばモニタへ表示される。
【０００９】
　図2は肝臓の切除領域を表示するアルゴリズム例を説明する図である。説明を簡単にす
るために平面図として記載してある。たとえば、臓器の画素20が切除領域として脈管21 
、25の枝22、26の支配領域に含まれるかどうかは、それぞれの脈管の結紮位置23、27を指
定し、支配領域が特定できるまで判定ができない。この例では画素20は脈管21の枝22の結
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紮位置23における支配領域24には含まれていないが、図3のように、領域24に含まれるこ
とにより27の位置で結紮される脈管25の枝26の支配領域31には含まれている。
【００１０】
　従って、図4に示す通り、動脈21の枝22を23の場所から切除するに際し、切除領域に静
脈25の枝26が含まれる場合、静脈26を27の位置から切除する必要があり、最終的な切除領
域は動脈22の支配する領域24と静脈26の支配する領域31を足し合わせた領域である必要が
ある。すなわち、ここで画素20は切除されるべき画素であることが判明する。さらに、こ
の場合、画素20に実際に関与する脈管は25の枝26と、21の他方の枝32であることが分かる
。
【００１１】
　そこで、図5のように、臓器の任意断面画像や三次元画像50などを利用し、任意の臓器
位置（画素）51や54を指定し、その臓器画素51や54を支配すると定義された脈管（もしく
は脈管位置）52，53，55，56を、既に抽出されている脈管三次元画像上や任意断面画像中
に示すことで、指定した臓器位置の支配脈管の推定、特定が容易になる。たとえば、臓器
領域51，54を切除する際には脈管21の枝22が主に関与することがわかる。そして、それぞ
れは他の脈管25の枝にも関与し、枝22の結紮の際に例えば枝26の結紮も必要になる場合、
枝26の支配領域を確認することが必要であると指示することが可能となる。本手法はまた
、複雑に走行する脈管において、臓器の任意位置を支配する脈管部位を効果的に提示する
ことを可能にする。
【００１２】
　図6は本発明の臓器支配血管提示装置における支配血管特定処理を示すフローチャート
である。本発明の血管特定処理60は、関心領域抽出処理61、距離値変換処理62、細線化処
理63または表面画素検出処理64と、脈管による臓器の支配領域特定処理65、臓器の任意位
置を指定する処理66、指定された臓器位置を支配する脈管特定処理67からなる。ここで、
処理62から65は抽出した脈管全てに対して行われる。
　読み込まれた積み上げ三次元画像データに対して行われる関心領域抽出処理61から表面
画素検出処理65は、特開2001-283191号公報と同様の手法で行われる。
【００１３】
　図5で示したように処理66において臓器の任意断面画像や三次元画像50などを利用して
臓器構成画素を指定し、その臓器位置を支配すると決定された動脈もしくはそれに順ずる
血管を特定する処理とその臓器位置を支配すると決定された静脈を特定する処理66とが行
われる。特定された血管の情報は抽出された脈管の三次元画像や積み上げ三次元画像にお
ける任意断面画像中に色づけなどにより表示される。また、支配血管の表示輝度又は色の
少なくとも一方の表示情報を他の臓器の表示情報と異ならせて表示させてもよい。
【００１４】
　本発明装置によって、これらの結果は3次元画像中や任意断面画像中に選択的に表示す
ることが可能であり、三次元画像として表示されている脈管の芯線などを利用して支配に
関与する脈管部位を明示的に表示することが可能となる。
　また、本処理により特定された血管位置の情報を利用して、特開2001-283191号公報と
同様の手法による支配領域を表示することも可能となる。
【００１５】
　図7には、本発明のシステムが実現可能であるハードウェア例の構成図を示す。このシ
ステムは、CPU72、主メモリ70、磁気ディスク71、表示メモリ73、ディスプレイ74、コン
トローラ75、マウス76、キーボード77、および共通バス78からなる。磁気ディスク71には
、各断層像が格納されており、主メモリ70の投影表示ソフトウェアに従って、CPU72が所
定の処理を行う。この処理では、コントローラ75に付加されているマウス76やキーボード
77を利用して入出力処理や処理操作が行われる。積み上げ三次元画像や処理結果は表示メ
モリ73を介してディスプレイ74に表示され、オペレータの操作を利用して図2の処理がな
され、各種条件に合った画像が表示される。また、処理結果および表示内容は磁気ディス
ク71に格納され、再表示に利用される。
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【００１６】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の手法はX線CT装置だけでなく、磁気
共鳴イメージング装置や超音波診断装置などの他の画像診断装置により取得した画像に対
しても用いることができる。また、対象臓器としては上記実施の形態中に説明した肝臓の
他に、人体の多くの部位について適用可能である。
【００１７】
　本実施の形態の臓器支配血管提示方法及び装置によれば、複雑に走行する脈管を内包す
る臓器においても、臓器の位置を指定することにより、指定位置の臓器支配に関与する脈
管を容易に特定することが可能である。すなわち、これまでの方法では、先に脈管を指定
することで、臓器の支配領域を見極めていたが、直感的に考えられる臓器位置から支配血
管を特定するという、逆方向のアプローチが可能である。
【００１８】
　これにより、複雑に走行する脈管を内包する臓器に対して、臓器の支配領域、およびそ
れに関わる血管を特定する際、臓器と脈管の両方向からのアプローチが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】断層像とデータの関係を示す図。
【図２】肝臓の切除領域を表示するアルゴリズム例を説明する図。
【図３】図2の支配領域を説明する図。
【図４】図2のアルゴリズムでは切除領域の描出が困難な例を説明する図。
【図５】シミュレーションによる支配血管特定手順を説明する図。
【図６】本発明の処理方法の概要を説明するフローチャート。
【図７】本発明を実施可能なハードウェア構成例を示す図。
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